
令和７年10月22日

令和８管理年度ＴＡＣ設定に関する意見交換会

水産庁

マダイ日本海西部・東シナ海系群の

ステップアップ管理について

（遊漁採捕が資源評価に与える影響評価）

資料２－４



目 次

１．ステップアップ管理のイメージ

２．遊漁採捕が資源評価に与える影響評価

２－１．はじめに

２－２．遊漁採捕量推定の試み

（参考）遊漁採捕量の報告等について

１



１．ステップアップ管理のイメージ

２



２．遊漁採捕が資源評価に与える影響評価
２－１．はじめに

• 遊漁採捕量（＝遊漁による死亡の量）の把握により、資源評価結果が変わってくる。
2024年の漁獲量が約5千トンであり、仮に遊漁採捕量が1千トン（漁獲量に対して
20％）であれば、その分だけ資源量・加⼊量・親⿂量が増加する。

• ただし、現在は漁船漁業の漁獲量（いわゆる農林⽔産統計）をベースにした年齢別
漁獲尾数を推定後、VPA法により資源量・加⼊量・親⿂量を計算している。

• VPA法は漁獲量や年齢別漁獲尾数に誤差を許さない（誤差がないと仮定する）⼿法
である。

3歳初の尾数
推定値

３歳魚の生残
１００尾（仮定）

2歳初の尾数
推定値

1歳初の尾数
推定値

自然死亡
（仮定）

自然死亡
（仮定）

自然死亡
（仮定）

1歳魚の漁獲
100尾（データ））

2歳魚の漁獲
300尾（データ））

3歳魚の漁獲
200尾（データ）） 年齢別漁獲尾数

平松(2001)資源評価体制確⽴推進事業報告書より ３



２．遊漁採捕が資源評価に与える影響評価
２－２．遊漁採捕量推定の試み

H20H14H9
23122⿃取
41314島根

19895101⼭⼝
-1019福岡
-1127佐賀

2773885⻑崎
1223240熊本
5310765⿅児島
677318353合計

単位︓トン

• 過去3年の遊漁採捕量調査の結
果を⽤いて、線形回帰にて、
2024年の漁獲量（4,818ト
ン）から同年の遊漁採捕量を
推定。

348トンと推定されるが、

不確実性が⼤きい

出典︓遊漁採捕量調査報告書（農林⽔産省統計部、社団法⼈フィッシャリーナ協会）
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R7年度資源評価報告より

その他、以下についても留意が必要。

２．遊漁採捕が資源評価に与える影響評価
２－２．遊漁採捕量推定の試み（続き）

• 線形回帰は漁獲量×係数。つまり、漁業による漁獲量が少ないと遊漁
採捕量も少なくなる。

• 前述の遊漁採捕量調査の結果には、プレジャーボートの採捕量は含
まれていない。



６

（参考）遊漁採捕量の報告等について①

• 遊漁による採捕については、令和３年度に報告システムを構築し、関係団体、都道
府県庁等を通じて協⼒を依頼しています。
（遊漁採捕量報告︓https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/index.html）

• 令和６年４⽉に施⾏された改正遊漁船業法の下、地域の⽔産業との調和のとれた遊
漁船業の振興に向けて、都道府県知事が地域の遊漁船業者、遊漁船業団体、漁業者
等を構成員とした協議会を組織できる制度が創設。この取組を活⽤して遊漁の資源
管理に対する協⼒体制やルール作りに関する事項等の協議を⾏うことができます。
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（参考）遊漁採捕量の報告等について②



改正遊漁船業法についての
事業者向けパンフレット
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（参考）遊漁採捕量の報告等について③


